
三島地域水防災連絡協議会 今後のスケジュール（案） 
  

平成２９年度 
 

・水防法の改正について 
・三島地域水防災連絡協議会への改組について 
 
 

 
・第１回三島地区防災関係機関連絡会での指摘事項に対する回答について 
・三島地域水防災連絡協議会及び三島地区防災関係機関連絡会の規約について 

 

 

 
・三島地域水防災連絡協議会の今後の取組方針について 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
・減災対策の目標の了承 
（５年間の減災対策に関するソフト、ハード対策の取組方針案） 
・タイムライン検討（多機関連携、コミュニティ） 

※平成 3０年度以降 
 

H29.7.20 第１回 三島地区防災関係機関連絡会 

H29.12 月 第２回 三島地区防災関係機関連絡会 

協議会⇒取組方針案の進捗点検、修正等の確認 
      多機関連携型タイムラインの確認 
      その他、減災対策に関する確認 

行政ＷＧ⇒取組方針案の進捗点検、修正等の協議 
        多機関連携型タイムラインの作成 
        その他、減災対策に関する協議 

第１～３回 行政ＷＧ 
・現状の各機関が取組む減災対策の把握 
・減災対策の目標の設定 
※５年間の減災対策に関するソフト、ハード対策の取組 

方針案 
・多機関連携タイムライン等の取組み事例の共有等 

H30.5~6 月 第 2 回 三島地域水防災連絡協議会 
 ※出水期までに開催 

H29.12 月 第１回 三島地域水防災連絡協議会         
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平成２９年６月２０日 

水管理・国土保全局河川計画課 

 

「水
みず

防災
ぼうさい

意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画をとりまとめました 

～「水防災意識社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河川でさらに加速～ 

 

 国土交通省では、「水防災意識社会」の再構築に向け、関係者が協力して概ね５年で緊急的に実施

すべき事項について、３２項目からなる「緊急行動計画」を６月２０日にとりまとめました。 

 

＜緊急行動計画とは＞ 

○国土交通省では、平成 27 年の関東・東北豪雨災害、昨年８月の台風 10 号等による豪雨災害を

受け、「水防災意識社会」再構築の取組を推進しているところ 

○本年１月の、「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方」の答申※を受け、国土

交通大臣から、提言された取組についての具体的な行動計画を早急にとりまとめるよう指示 

○国・県管理河川において概ね５年で実施する各種取組の方向性、進め方や国の支援等について、

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画としてとりまとめ 

 

＜緊急行動計画における主な取組＞ 

① 水防法に基づく協議会の設置 

  ・平成 30 年出水期までに水防法に基づく協議会を設置 

  ・平成 30 年出水期までに概ね５年間の取組内容を「地域の 

取組方針」としてとりまとめ 

② 水害対応タイムラインの作成促進 

  ・国管理河川は作成目標を大幅に前倒し、本年６月上旬までに作成が完了 

  ・都道府県管理河川は協議会を活用し、対象市町村で平成 33 年度までに作成 

③ 要配慮者利用施設における避難体制構築への支援 

  ・平成 29 年度中に関係機関が連携して全国３地域（岩手県、岡山県、兵庫県）のモデ

ル施設で避難確保計画を検討・作成し、得られた知見を、協議会を通じて共有 

    ・平成 33 年度までに対象の要配慮者利用施設で避難確保計画の作成・避難訓練の実施 
 

今後、各地域において、各種取組を緊急的かつ強力に推進することで、「水防災意識社会」の一

刻も早い再構築を目指します。 

 
 
※答申については、国土交通省ＨＰを参照ください。

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/daikibohanran/index.html 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 
国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 河川計画調整室 
課長補佐   木村 （内線：35364） 
施策評価係長 安部 （内線：35328） 
代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8445  FAX：03-5253-1602 

協議会の状況 

KojimaNa
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「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画 

～「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方（平成 29年 1月）」等を踏まえた緊急対策～ 

 

平成 29 年 6月 20 日 

国  土  交  通  省 

 

 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による甚大な被害を踏まえ設置された「社会

資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小

委員会」の答申を踏まえ、国土交通省では「施設では防ぎきれない大洪水は発

生するもの」との考えに立ち、社会全体でこれに備えるため、ハード・ソフト

一体となった「水防災意識社会再構築ビジョン」の取り組みを国管理河川を中

心に進めてきた。 

 このような中、平成 28年 8月、台風 10 号等の一連の台風によって、中小河

川で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済被害が発生した。 

 この災害を受け、とりまとめられた同委員会の答申を踏まえ、「水防災意識

社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河川でさらに加速させ

るため、「大規模氾濫減災協議会」制度の創設をはじめとする水防法等の一部

改正を行うなどの各種取組を進めているところである。 

 今般、両答申において実施すべき対策とされた事項のうち、緊急的に実施す

べき事項について実効性をもって着実に推進するため、国土交通大臣指示に基

づき、概ね 5 年（平成 33 年度）で取り組むべき各種取組に関する方向性、具

体的な進め方や国土交通省の支援等について、国土交通省として緊急行動計画

をとりまとめた。 

今後、国土交通省としては、本計画を踏まえ、都道府県等の関係機関と緊密

に連携し、各種取組を緊急的かつ強力に推進することで、「水防災意識社会」の

一刻も早い再構築を目指す。 

KojimaNa
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「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画
～「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方（平成29年1月）」等を踏まえた緊急対策～

○平成２７年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水被害、住民の避難の遅れによる多数の孤立者が
発生。（社会資本整備審議会「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」（答申）, 平成27年12月）

○平成２８年８月、相次いで発生した台風による豪雨により、北海道、東北地方では中小河川で氾濫被害が発生し、特に岩手県が管理する小本川では要配慮者利用施設に
おいて入所者が逃げ遅れて犠牲になるなど、痛ましい被害が発生。 （社会資本整備審議会「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」（答申）, 平成29年1月）

背景

両答申において実施すべき対策とされた事項のうち、緊急的に実施すべき事項について、実効性をもって着実に推進するため、概ね5年（平成33年度）で取り組むべき
方向性、具体的な進め方や国土交通省の支援等について、国土交通省として32項目の緊急行動計画をとりまとめたもの。

（２）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

①水防体制の強化に関する事項

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

（４）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

（６）減災・防災に関する国の支援

・水害対応タイムラインの作成促進：国管理河川においては、6月上旬までに作成が完了
都道府県管理河川においては、対象となる市町村を検討・調整し、平成33年度までに作成

・要配慮者利用施設における避難確保：平成33年度までに対象となる全施設における避難確保計画の作成を進めるとともに、
それに基づく避難訓練を実施 等

・浸水実績等の周知：平成29年度中に、協議会において各構成員が既に保有する浸水実績等に関する情報を共有し、市町村

・防災教育の促進：平成29年度中に、国管理河川の全ての129協議会において、防災教育に関する支援を実施する学校を

・危機管理型ハード対策：国管理河川においては、平成32年度までに対策延長約1,800kmを整備

・危機管理型水位計：国管理河川においては、平成29年度までに危機管理型水位計配置計画を作成し、順次整備を実施
都道府県管理河川においては、協議会の場等を活用して、危機管理型水位計配置計画を検討・調整し、
順次整備を実施

・重要水防箇所の共同点検：毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動に関わる

・水防に関する広報の充実：水防活動に関する住民等の理解を深めるための具体的な広報を検討・実施 等

・市町村庁舎等の施設関係者への情報伝達：各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達体制・方法について検討

・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策の充実：耐水化、非常用電源等の必要な対策については各施設管理者において

・排水施設等の運用改善：平成32年度までに国管理河川における長期間、浸水が継続する地区等において排水計画を作成
・浸水被害軽減地区の指定：浸水被害想定地区の指定にあたって、水防管理者の参考となる氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果等を情報提供

・水防災意識社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援：防災・安全交付金による支援 ・都道府県間の災害時及び災害復旧への支援：平成30年度までに災害対応のﾉｳﾊｳを技術移転する人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成し研修・訓練等を実施 等

（５）河川管理施設の整備等に関する事項

・堤防等河川管理施設の整備：国管理河川においては、平成32年度までに対策延長約1,200kmにおいて実施
・ダム再生の推進：「ダム再生ビジョン」を作成し、ダム再生の取組をより一層推進するための方策を実施 等

「施設では守り切れない大洪水は必ず発生するもの」へ意識を変革し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

（１）水防法に基づく協議会の設置

・平成30年出水期までに、国及び都道府県管理河川の全ての対象河川において、水防法に基づく協議会を設置し、全ての
協議会において、概ね５年間の取組内容を記載した「地域の取組方針」をとりまとめ

教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手 等

順次実施のうえ、実施状況については協議会で共有

（他4項目）

（他3項目）

（３）的確な水防活動のための取組

（他2項目）

（他2項目）

（他3項目）

その他、検討に一定の時間を要す以下の調査研究等の取組についても、着実に検討。
・洪水予測精度の向上や、降雨から流出までの時間が短い中小河川における水位予測技術の開発
・水害リスクを適切に評価するため、洪水氾濫による経済活動等への影響に関する調査研究

関係者（建設業者を含む）が共同して点検

において速やかに住民等に周知

・流木による流下阻害対策や土砂流出による河床変動を把握するための研究
・局所的な集中豪雨など、近年の降雨状況の変化などを適切に評価のうえ治水計画の見直しに関する検討 等

（他1項目）



「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（主な取組）

要配慮者利用施設における避難体制構築への支援

水害危険性の周知促進

水防法に基づく協議会の設置

水害対応タイムラインの作成促進

防災教育の促進

○平成30年出水期までに、国及び都道府県管理河川の全ての対象河川において、水防法に基づく協議会を設置
し、今後の取組内容を記載した「地域の取組方針」をとりまとめ

○平成29年6月上旬までに、国管理河川全ての沿川市町村において水害対
応タイムラインの作成が完了（平成32年度までとしていた現在の作成目標を大幅に前倒し）

○平成33年度までに、都道府県管理河川沿川の対象となる市町村において、
水害対応タイムラインを作成

○平成33年度までに、対象となる全施設における避難確保計画の作成を進
めるとともに、それに基づく避難訓練を実施

○平成29年度中に、モデル施設において避難確保計画を作成

○ 平成29年度に国管理河川の全ての129協議会において、防災教育に関
する支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の
作成支援に着手

○平成30年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、都道府県管
理河川を含む協議会に関連する市町村の全ての学校に共有

○協議会の場等を活用し、平成30年出水期までに、今後5年間で指定予定の
洪水予報河川、水位周知河川について検討・調整を実施して、「地域の取
組方針」にとりまとめ
○平成33年度までに、市町村の役場等の所在地に係る河川の内、現在未指
定の約1,000河川において簡易な方法も活用して水害危険性を周知

＜協議会での取組事項＞
①現状の水害リスク情報や取組状況の共有
②水害対応タイムラインの作成・改善
③住民等に対する洪水予報や浸水想定等の情報提
供の方法の改善

④近隣市町村への避難体制の整備
⑤水防団間の応援・連絡体制の整備
⑥堤防上で水防活動のスペースを確保等するための
調整 等

協議会の開催状況

国管理河川 都道府県管理河川 国・都道府県管理河川共通凡例

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

平成33年度までに、市町村の役場等の所在地に係る河川の内、現在未指定の約
1,000河川において簡易な方法も活用して水害危険性を周知（既に水位周知河川等
に指定されている約1,500河川とあわせ、約2,500河川で水害危険性を周知）

協議会の場等を活用し、今後5年間で指定予
定の洪水予報河川、水位周知河川について
検討・調整を実施。平成30年出水期までに
「地域の取組方針」にとりまとめ

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

平成30年出水期までに、既に設置されている「水防災意識社会再構築ビ
ジョン」に基づく協議会を、水防法に基づく協議会へ移行したうえで、「地域
の取組方針」を確認し、減災対策を充実 ・毎年、協議会を通じて取組状況をフォローアップし、必要に応じて「地域の取組

方針」の見直しを実施
・協議会の取組内容等についてホームページ等で公表

平成29年出水期まで
に、「水防災意識社会
再構築ビジョン」に基
づく協議会を設置

平成30年出水期までに、既に設置されている協議会
を、水防法に基づく協議会へ移行、又は新たに設置し、
今後の取組内容を記載した「地域の取組方針」を
とりまとめ

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

毎年の出水期前に、関係機関と水害対応タイムラインの確認を行うとともに、
洪水対応訓練等にも活用し、得られた課題を水害対応タイムラインに反映

平成29年6月上旬までに国管理河
川の全ての沿川市町村で避難勧
告着目型の水害対応タイムライン
を作成

平成29年度中に洪水予報河川及び水位周知河川
の沿川等で、対象となる市町村を検討・調整

協議会の場等を活用し、平成33年度までに水害対応タイムラインを作成

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

平成28年度より、28
校において指導計画
の作成支援を先行し
て実施

学習指導要領改訂
平成29年3月31日

・平成29年度中に、国管理河川の全ての129協議会に
おいて、防災教育に関する支援を実施する学校を教育
関係者等と連携して決定し、平成30年度末までに、防災
教育に関する指導計画を作成できるよう支援

(平成29年3月31日に改訂された新学習指導要領の周知・徹底・移行期間) (平成29年3月31日に改訂された新学習指導要領の全面実施)

引き続き、防災教育の実施を支援

・国の支援により作成された指導計画を都道府県管理河川
を含む協議会に関連する市町村の全ての学校に共有

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

・平成33年度までに、対象となる全施設における避難確保計画の
作成を進めるとともに、それに基づく避難訓練を実施
・避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況について、
毎年市町村等を通じて確認し、協議会で進捗状況を共有

平成29年6月までに
・要配慮者利用施設管理者向け計画作成手引き
の充実
・市町村等向け点検用マニュアル作成
・要配慮者利用施設向け説明会の開催

平成29年度中に、内閣府、消防庁、厚生労働省、県、市、施設管理
者等と連携して、岩手県、岡山県、兵庫県のモデル施設において避
難確保計画を検討・作成。とりまとめた知見については協議会等の
場で共有。



「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画　取組一覧

これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

（1）大規模氾濫減災協議会の設置

【国・都道府県管理河川共通】
・「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき、河川管
　理者、都道府県、市町村等からなる協議会を設置
　し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進。

【国管理河川】
・平成28年度までに全ての河川を対象に「水防災意
　識社会再構築ビジョン」に基づく協議会を全129地
　区で設置し、5年間の取組内容を「地域の取組方
　針」としてとりまとめ。

【都道府県管理河川】
・平成29年5月までに「水防災意識社会再構築ビジョ
　ン」に基づく協議会を175地区で設置。

【国管理河川】
・平成30年出水期までに、既に設置されている「水防災意識社会再構築ビ
　ジョン」に基づく協議会を、改正水防法に基づく「大規模氾濫減災協議会」
　へ移行。水防法の改正を受けて、「地域の取組方針」を再確認し、減災対
　策を充実。

【都道府県管理河川】
・平成30年出水期までに、既に設置されている「水防災意識社会再構築ビ
　ジョン」に基づく協議会を、改正水防法に基づく「都道府県大規模氾濫減
　災協議会」へ移行、又は新たに「都道府県大規模氾濫減災協議会」を設
　置し、各協議会において「地域の取組方針」をとりまとめ。
　　　　　　　　　　　　　　　　※「大規模氾濫減災協議会」及び「都道府県大規模氾濫減災協議会」
                          　　　　　   については、以下「協議会」という。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、協議会を開催して取組状況をフォローアップし、必要に応じて「地域
　の取組方針」の見直しを実施。
・協議会の取組内容等についてホームページ等で公表。

（2）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

・洪水時における河
  川管理者からの
  情報提供等（ホット
  ラインの構築）

【国管理河川】
・国管理河川では109水系に係る全ての市町村でホッ
　トライン構築。

【都道府県管理河川】
・都道府県管理河川ではホットラインを12県249市町
　村で構築。
・平成29年2月に都道府県向けに「中小河川における
　ホットライン活用ガイドライン(案）」を作成・通知。

【都道府県管理河川】
・協議会の場等を活用し、平成30年出水期までに、洪水予報河川及び水位
　周知河川の沿川市町村等と河川管理者において、ホットラインを構築。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確認。

実施する施策

・大規模氾濫減災協
  議会の設置

※都道府県管理河川については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４５条の４第１項に基づく技術的な助言とする。
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

・避難勧告等発令の
  対象区域、判断基
  準等の確認（水害
  対応タイムライン）

【国管理河川】
・平成29年6月までに、全730市町村で、河川管理者、
　市町村、気象台等が連携し、避難勧告等の発令に
　着目した水害対応タイムラインを作成。
・全国15地域で、迅速かつ効率的な防災行動の実施
　を目指し、河川管理者、市町村、気象台等に加え、

　様々な関係者
（※1）

による多様な防災行動
（※2）

を
　対象とした水害対応タイムラインを作成。

（※1）市町村福祉部局、要配慮者利用施設管理者、ライフライン事業者等

（※2）要配慮者の避難、鉄道・電力・ガス等のライフライン事業者の対応

【都道府県管理河川】
・平成29年4月までに、15府県117市町村で水害対応
　タイムラインを作成。
・平成28年8月に都道府県に対して「タイムライン（防
　災行動計画）作成・活用指針（初版）」を通知。
・平成29年4月に都道府県に対して「水害対応タイム
　ラインの作成等について」を通知。

【国管理河川】
・平成29年度に、全国20地域で、迅速かつ効率的な防災行動の実施を目

　指し、河川管理者、市町村、気象台等に加え、様々な関係者
（※1）

による

　多様な防災行動
（※2）

を対象とした水害対応タイムラインの取組を先行し
　て検討するとともに、協議会の場等を活用して、その取組の拡大を図る。

【都道府県管理河川】
・平成29年度中に、協議会の場等を活用して、洪水予報河川及び水位周知
　河川の沿川等で対象となる市町村を検討・調整し、平成33年度までに水
　害対応タイムラインを作成。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に協議会において、市町村等関係機関と水害対応タイム
　ラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河川管理者は洪水対応訓練を実施し、
　また市町村は関係機関と連携して避難訓練等を実施して、明らかになっ
　た課題等を踏まえ、避難勧告の発令基準や水害対応タイムライン等を
　見直し。

・水害危険性の周知
  促進

【都道府県管理河川】
・平成29年3月に都道府県に対し「水位周知河川等の
　指定促進について」を通知。
・平成29年3月に「地域の水害危険性の周知に関する
　ガイドライン」公表し、都道府県に通知。

【都道府県管理河川】
・協議会の場等を活用し、平成30年出水期までに、今後5年間で指定予定
　の洪水予報河川、水位周知河川について検討・調整を実施して、「地域
　の取組方針」にとりまとめ。
・平成33年度を目途に、市町村の役場等に係る河川の内、現在、未指定の
　約1,000河川において簡易な方法も活用して浸水想定及び河川水位等の
　情報を提供（水害危険性の周知）。（既に水位周知河川等に指定されてい
　る約1,500河川とあわせ約2,500河川で水害危険性を周知。）
・毎年、協議会において、水害危険性の周知の実施状況を確認。

・ICTを活用した洪水
  情報の提供

【国管理河川】
・平成29年6月15日までに国管理河川68水系412市町
　村で洪水情報のプッシュ型配信を運用開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・平成28年3月に「川の防災情報」をリニューアルし、
　スマートフォン版サイトを提供開始（GPSによる現在
　位置表示機能の追加、河川監視用カメラのライブ画
　像の提供開始等）。

【国管理河川】
・平成32年度までに全109水系の洪水予報指定河川で洪水情報のプッシュ
　型配信を運用開始。

【都道府県管理河川】
・都道府県がICTを活用した洪水情報等の住民周知を行うに際し、「川の防
　災情報」をプラットホームとして提供するなど技術的な支援を実施。

実施する施策
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

・隣接市町村におけ
  る避難場所の設定
  （広域避難体制の
  構築）等

【国・都道府県管理河川共通】
・平成28年4月に「水害ハザードマップ作成の手引き」
　を改定し、広域避難に関する基本的な考え方を記
　載。

【国・都道府県管理河川共通】
・各市町村において、水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を
　検討し、当該市町村内の避難場所だけで避難者を収容できない場合等に
　おいては、協議会の場等を活用して、隣接市町村等における避難場所の
　設定や洪水時の連絡体制等について検討・調整を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路の整備にあたっては、河川工事等の
　発生土砂を有効活用するなど、連携による効率的な整備を実施。

【国管理河川】
・平成32年度までに隣接市町村等への広域避難体制を構築。

【都道府県管理河川】
・国管理河川における先行事例の周知など技術的な支援を実施。

・要配慮者利用施設
  における避難計画
  の作成及び避難訓
  練の実施

【国・都道府県管理河川共通】
・要配慮者利用施設への説明会の開催。
　（平成29年6月までに全47都道府県で実施済み）
・平成29年6月に「要配慮者利用施設に係る避難確保
　計画作成の手引き」を改訂するとともに、「水害・
  土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難
  計画点検マニュアル」を作成。
・平成29年6月に「土砂災害警戒避難ガイドライン」を
　改訂するとともに、「避難確保計画作成の手引き」
　（土砂災害）を作成。

【国・都道府県管理河川共通】
・平成29年度中に、内閣府、消防庁、厚生労働省、県、市、施設管理者等と
　連携して、兵庫県、岡山県、岩手県においてモデル施設を選定し、避難確
　保計画を作成。とりまとめた知見については、協議会等の場において共
　有。
・平成33年度までに対象の要配慮者利用施設（浸水：31,208施設、土砂災

　害：7,325施設（重複含む）
※

）における避難確保計画の作成・避難訓練を
　実施を目指す。　（※平成28年3月現在の施設数）
・避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況については、毎年、協議
　会等の場において進捗状況を確認。
・平成29年7月に「土砂災害防止対策基本指針」を改訂予定。

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

・想定最大規模の洪
  水に係る浸水想定
  区域図等の作成と
  周知

【国・都道府県管理河川共通】
・平成27年7月に想定し得る最大規模の降雨に係る
　基準を告示。

【国管理河川】
・平成29年6月までに全109水系において作成・公表。

【都道府県管理河川】
・平成30年出水期までに、協議会の場等を活用して、今後5年間で実施する
　想定最大規模の降雨による浸水想定区域図等の作成・公表の予定を検
　討し、「地域の取組方針」にとりまとめ、順次作成・公表。

実施する施策
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

・水害ハザードマッ
  プの改良、周知、
  活用

【国・都道府県管理河川共通】
・平成28年4月に「水害ハザードマップ作成の手引き」
　を改定。
・平成29年6月に「まるごと・まちごとハザードマップ
　実施の手引き」を改定。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水害ハザードマップの作成、周知及び訓練等
　への活用に関する優良事例を収集して、適宜、「水害ハザードマップ作成
　の手引き」を充実し、市町村に提供。
・想定最大規模の洪水による浸水想定区域図が作成された場合は、市町
　村において速やかに当該浸水想定に基づく水害ハザードマップを作成・
　周知。
・水害ハザードマップの作成・改良後は、国において速やかに国土交通省
　ハザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知。
・市町村において、水害ハザードマップの訓練等への活用について検討し
　た上で実施。

・浸水実績等の周知

【都道府県管理河川】
・平成29年6月に都道府県に対し浸水実績等の把握・
　周知の方法、留意点等についてまとめた説明資料
　を提供。

【都道府県管理河川】
・平成29年度中に協議会の場等において各構成員が既に保有する浸水実
　績等に関する情報を共有し、市町村において速やかに住民等に周知。

・防災教育の促進

【国管理河川】
・平成27年11月に、文部科学省と連携し、「国土交通
　省等と連携した防災教育の取組について」、「防災・
　河川環境教育の充実に係る取組の強化について」
　を作成。
・平成28年度より、教育関係者等と連携して、継続的
　に防災教育を実施する学校（28校）を決定し、指導
　計画の作成等の支援を開始。

【国管理河川】
・平成29年度に国管理河川の全ての129協議会において、防災教育に関
　する支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の
　作成支援に着手。

【国・都道府県管理河川共通】
・平成30年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、協議会の関
　連市町村における全ての学校に共有。
　（防災に関する内容が強化された新学習指導要領に基づく授業がH32年
　度から開始されることも念頭に実施）

実施する施策
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

・危機管理型水位
  計、河川監視用
  カメラの整備

＜危機管理型水位計＞
【国管理河川】

・平成29年6月、革新的河川管理プロジェクト
（※1）

で

　開発中の危機管理型水位計
（※2）

による試験計測
　を開始。

＜河川監視用カメラ＞
【国管理河川】
・平成27年関東・東北豪雨を受けて、国管理河川に
　おいて、河川監視用カメラ配置計画を見直し、洪水

　に対してリスクが高い全ての区間
(※3)

に設置完了。

（※1）IT、航空測量技術等の最新技術をオープン・イノベーションの手法に
　　　　よりスピード感をもって河川管理への実装化を図り、河川管理及び災
　　　　害対応の高度化を図るプロジェクト
（※2）低コストで自治体でも導入しやすいクラウド型・メンテナンスフリー水位
　　　　計
（※3）平成28年1月時点

＜危機管理型水位計＞
【国・都道府県管理河川共通】
・国において平成29年度中に危機管理型水位観測規定等を作成。
【国管理河川】
・平成29年度中に危機管理型水位計配置計画を公表。
・危機管理型水位計配置計画に基づいて、順次整備を実施。協議会の場
　等を活用して、配置状況を確認。
【都道府県管理河川】
・協議会の場等を活用して、危機管理型水位計配置計画を検討・調整し、
　順次整備を実施。協議会の場等を活用して、配置状況を確認。

＜河川監視用カメラ＞
【国・都道府県管理河川共通】
・国において河川監視用カメラ画像の確実な提供体制を確保するため、設
　置目的に応じた河川監視用カメラの開発に着手。
【国管理河川】
・河川監視用カメラの配置計画を見直し（設置目的に応じた性能最適化・集
　約化等）、順次整備を実施。
【都道府県管理河川】
・協議会の場等を活用して、河川監視用カメラ配置計画を検討・調整し、順
　次整備を実施。

・決壊までの時間を
  少しでも引き延ば
  す堤防構造の工
  夫（危機管理型ハ
  ード対策）

【国管理河川】
・平成27年関東・東北豪雨を受け、氾濫リスクが高い
　にもかかわらず、当面の間、上下流バランスの観点
　から、堤防整備に至らない区間など約1,800kmにつ
　いて危機管理型ハード対策に着手。
・平成29年3月までに約541kmの対策を実施。

【国管理河川】
・整備箇所や整備手順について、協議会で確認し、平成32年度までに対策
　延長約1,800kmを整備。

【都道府県管理河川】
・実施箇所の優先区間を定めて、協議会で確認し、順次整備を実施。

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

実施する施策
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

・河川防災ステー
  ションの整備

【国管理河川】
・平成29年3月までに河川防災ステーションを48水系
　53河川94箇所整備。

【都道府県管理河川】
・平成29年3月までに河川防災ステーションを27水系
　38河川39箇所整備。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、河川防災ステーションの整備を進めるととも
　に、関係機関と情報を共有し市町村等の円滑な水防活動等、活用方策
　を検討・調整。

（3）的確な水防活動のための取組

①水防体制の強化に関する事項

・重要水防箇所の見
  直し及び水防資機
  材の確認

【国管理河川】
・平成27年10月に、各地方整備局へ重要水防箇所の
　点検・見直しなどを含む「平成27年9月関東・東北豪
　雨を受けた「避難を促す緊急行動」の実施につい
　て」を通知。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と
　水防活動に関わる関係者（水防活動に係る建設業者を含む）が共同して
　点検を実施。

・水防に関する広報
  の充実（水防団確
  保に係る取組）

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年5月（北海道は6月）に、水防活動に関する住民
　等の理解を深めるため、水防月間を実施。
・毎年2月、水防団員の意識啓発のため、水防功労者
　表彰を実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参
　画を促すための具体的な広報の進め方について検討の上、順次実施。

・水防訓練の充実
【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、水防団等の技術力向上のため、水防月間に
　水防訓練を実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・多様な関係機関、住民等の参加により、より実践的な水防訓練となるよ
　う、訓練内容の検討、調整をして実施。

・水防団間での連
  携、協力に関する
  検討

－
【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用し、大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水
　防活動が実施できるよう関係者の協力内容等について検討・調整。

実施する施策
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

・市町村庁舎や災害
  拠点病院等の施
  設関係者への情
  報伝達の充実

－

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等において、浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院
　等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達
　体制・方法について検討。

・市町村庁舎や災害
  拠点病院等の機
  能確保のための
  対策の充実（耐
  水化、非常用発
  電等の整備）

－

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等において、浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院
　等の機能確保に関する情報を共有し、耐水化、非常用電源等の必要な対
　策については各施設管理者において順次実施。対策の実施状況につい
　ては協議会で共有。

（4）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

－

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水害リスク情報を共有するとともに、現況の
  施設・機材の情報について共有。

【国管理河川】
・平成32年度までに、長期にわたり浸水が継続する地域などにおいて、排
　水計画を作成。
・各施設管理者において施設の増強や耐水化等の対策を順次実施。

【都道府県管理河川】
・国管理河川における先行事例の周知など技術的な支援を実施。

－

【国・都道府県管理河川共通】
・水防管理者が浸水被害軽減地区を指定する際の参考となるよう、浸水エ
　リアの拡大を抑制する効用があると認められる土地に係る情報（地形
　データや氾濫シミュレーション結果等）提供を実施。
・複数市町村に影響があると想定される浸水被害軽減地区の指定につい
　ては、協議会の場等を活用して指定の予定や指定にあたっての課題を
　水防管理者間等で共有し、連携して指定に取り組む。

・浸水被害軽減地区の
  指定

実施する施策

・排水施設、排水資機
  材の運用方法の改善
  及び排水施設の整備
  等
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

（5）河川管理施設の整備等に関する事項

【国管理河川】
・平成27年関東・東北豪雨を受け、優先的に整備が
　必要な区間約1,200kmの内、平成29年3月末時点
　で、184km実施。

【国管理河川】
・平成32年度までに対策延長約1,200kmを整備。

【都道府県管理河川】
・河川の整備状況、整備方針等を協議会で共有、優先区間を定めて順次実
　施。

【国管理河川】
・平成27年関東・東北豪雨を受け、氾濫リスクが高い
　にもかかわらず、当面の間、上下流バランスの観点
　から、堤防整備に至らない区間など約1,800kmにつ
　いて危機管理型ハード対策に着手。
・平成29年3月までに約541kmの対策を実施。

【国管理河川】
・整備箇所や整備手順について、協議会で確認し、平成32年度までに対策
　延長約1,800kmを整備。

【都道府県管理河川】
・実施箇所の優先区間を定めて、協議会で確認し、順次整備を実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・既設ダムのかさ上げや放流能力の増強等の施設改
　良によるダム再生を全国20ダムで実施。

【国管理河川】
・「ダムの柔軟な運用」について、国・水資源機構管理
　の123ダムで操作規則等の総点検を開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・「ダム再生ビジョン」を作成し、ダム再生の取組をより一層推進するための
　方策を実施。
・既設ダムのかさ上げや放流能力の増強等を施設改良によるダム再生を
　実施。

【国管理河川】
・「ダムの柔軟な運用」について、国・水資源機構管理ダムにおいて、操作
　規則等の総点検を平成29年度中に実施し、結果を踏まえて関係機関と調
　整を行い、運用を見直し。
・水系ごとの治水上・利水上の課題の検討や、ダムの施設改良の候補箇所
　の全国的な調査、具体的な箇所でのダム施設改良の実施に向けた諸元
　等の検討を行うなど、施設改良によるダム再生を推進する調査を推進。
・ダムの洪水調節機能を十分に発揮させるため、流下能力の不足によりダ
　ムからの放流の制約となっている区間の河川改修を推進。

・決壊までの時間を
  少しでも引き延ばす
  堤防構造の工夫
  （危機管理型ハード
  対策）

実施する施策

・ダム再生の推進

・堤防等河川管理施設
  の整備（洪水氾濫を
  未然に防ぐ対策）
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

＜操作が不用な樋門等の導入＞
【国管理河川】
・平成29年3月に「樋門・樋管ゲート形式検討の手引
　き」（案）を作成。

＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操作化等の推進＞
【国管理河川】
・平成29年度内にフラップ化等の無動力化を優先的に整備する対象施設を
　抽出し、順次整備を実施。

【都道府県管理河川】
・国と都道府県が参加する技術研究会等において、国の無動力化の取組
　について情報提供し、都道府県河川における無動力化の推進に資する
　技術的助言を実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・平成29年度内に津波浸水リスクの高い地域等において、水門等の自動化
　・遠隔操作化を優先的に整備する対象施設を抽出し、順次整備を実施。

＜確実な施設の運用体制確保＞
【国管理河川】
・市町村以外で操作委託が可能な団体について検討を実施。

【国管理河川】
・平成29年4月、河川管理及び災害対応の高度化に

　向けた革新的河川管理プロジェクト
（※1）

で開発中

　の陸上・水中ドローン
（※2）

および全天候型ドロー

  ン
（※3）

による試験飛行・試験計測を開始。

（※1）IT、航空測量技術等の最新技術をオープン・イノベーションの手法に
　　　　よりスピード感をもって河川管理への実装化を図り、河川管理及び災
　　　　害対応の高度化を図るプロジェクト
（※2）陸上・水中を上空からレーザーで測量するドローン
（※3）降雨・強風時でも飛行し、情報を収集するドローン

【国管理河川】
・平成29年度中に、河川堤防や河床の形状を面的に計測し河川管理の高
　度化を図る陸上・水中ドローンと、降雨・強風時でも飛行し災害発生現場
　等の映像等を迅速に収集する全天候型ドローンを開発し、平成30年から
　開発したドローンを順次配備予定。

【都道府県河川】
・開発したドローンについて平成29年度内に国から都道府県へ情報提供。

（6）減災・防災に関する国の支援

【都道府県管理河川】
・平成29年度より防災・安全交付金の制度を拡充。
　（ハード対策を実施している河川の沿川におけるソ
　フト対策だけでなく、流域内で実施するソフト対策に
　ついても新たに防災・安全交付金の対象）

【都道府県管理河川】
・防災・安全交付金により、水防災意識社会再構築の取組を支援。

・樋門・樋管等の施設
  の確実な運用体制の
  確保

・河川管理の高度化の
  検討

・水防災社会再構築に
  係る地方公共団体へ
  の財政的支援

実施する施策
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これまでの取組（平成29年6月まで） 今後の進め方及び数値目標等

【都道府県管理河川】
・ダムの再開発や災害復旧事業等のうち、高度な技
　術力等が必要な工事について、都道府県から要請
　があった場合に国・水資源機構が代行する制度を
　創設。

【都道府県管理河川】
・ダムの再開発や災害復旧事業等のうち、高度な技術力等が必要な工事
　について、都道府県から要請があった場合に国・水資源機構が代行して
　実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・浸水ナビ、ハザードマップポータルサイト等により、
　浸水想定区域等の水害リスク情報を公表。

【国管理河川】
・立地適正化計画の作成を検討している市町村のま
　ちづくり部局に対し、直接水害リスク情報を説明。
・不動産関連事業者に対し、水害リスク情報等に
　係る施策の最新情報を説明。

【国・都道府県管理河川共通】
・平成29年度中に浸水想定区域内の全ての市町村のまちづくり担当部局
  等に対し、水害リスク情報を提供。
・国において、災害危険区域を適切に指定促進するため、関係部局と連携
　して平成29年度中を目途に災害危険区域指定に係る事例集を作成し地
　方公共団体へ周知。
・不動産関連事業者に対し、引き続き、研修会等で水害リスク情報等
　に係る施策の最新情報を説明。

【国・都道府県管理河川共通】
・大規模地震や大規模水害に対しTEC-FORCEを派
　遣し、排水ポンプ車による緊急排水、被災状況調査
　等の被災地支援を実施。
・国土交通大学校、地方整備局が実施する研修等に
　おける地方公共団体職員受け入れ枠を拡大。
・国、都道府県等の関係者が一体となった実動訓練
　等を実施。(平成28年実績18回)
・平成29年4月に、「災害復旧・改良復旧事業におけ
　るICTの活用について（事例集）」及び
　「TEC-FORCEによる被災状況調査におけるICTの
　活用促進と最近の活用事例」等を作成。

【国・都道府県管理河川共通】
・平成30年度までに災害対応のノウハウを技術移転するため、初動対応か
　ら復旧に至るまで総合的にマネジメントできる人材育成プログラムを作成
　し、これに基づき研修・訓練等を全地方整備局等で実施。
・国による地方公共団体等への支援充実に加え、地方公共団体間の相互
　支援を促し、災害対応力の向上を図るため、災害発生時に各地方整備局
　等から被災状況やTEC-FORCEによる支援活動を被災地以外の地方公
　共団体にも情報提供を充実。

【国管理河川】
・平成27年9月から、DiMAPS（統合災害情報システ
　ム）の運用を開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・平成29年度中に、DiMAPSの利用促進に向け、全都道府県に対する説明
　を実施し、都道府県と災害情報共有を強化。

・適切な土地利用の
  促進

実施する施策

・災害時及び災害復旧
  に対する支援

その他、『大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～』（平成27年12月、社会資本整備審議会答
申）及び『中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について』（平成29年1月、社会資本整備審議会答申）を受け、進めている調査研究等の取組（「堤防の連続的な高
さについての調査の実施」、「水防活動の効率性の向上」、「リアルタイムで浸水区域を把握する技術の開発」、「中小河川における洪水予測技術の開発」、「ダムへの流入量の予測
精度の向上」、「水害リスクの把握に関する調査研究」、「流木や土砂の影響への対策」、及び「近年の降雨状況の計画への適切な反映」）については、長期的な視点や最新の知見等
を踏まえ、継続的に進めていくこととしている。

・災害情報の地方公共
  団体との共有体制強
  化

・代行制度による都道
  府県に対する技術支
  援
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目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組（案）
　具体的な取組の柱

　事　項

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

　①情報伝達、避難計画等に関する事項
府：

市町：

　

府：

市町：

　

　

　

　

府：

市町：

　

府：

市町：

国：

府：

市町：

　

　

　

　

府：

市町：

国：

府：

市町：

　

府：

市町：

国：

府：

市町：

　

府：

市町：

　

　

　

　

府：

市町：

　

府：

市町：

　

府：

市町：

　 　

　②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
府：

市町：

　

府：

市町：

　

　

府：

市町：

　

府：

市町：

　

実施する機関
【● ： 実施済（実施中） ◎：概ね5年間で実施する予定】

沿川市町

水害ハザードマップの改良、周知、
活用

取組内容の確認と意見

◎ ◎

◎取組主体 ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎

取組主体

防災教育の推進 ・教育委員会等と連携・協力して、学校における防災教育を充実させる。
2018年度
2021年度

取組主体

◎

◎ ◎ ◎

浸水実績等の周知 ・協議会の場等で浸水実績等に関する情報を共有し、市町において速やかに住民等に周知。
2018年度
2021年度

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域図作成後、その区域にある市町は速やかに当該
浸水想定区域図等に基づく水害（防災）ハザードマップの作成・周知。
・水害ハザードマップの改定後は、市町は速やかにそのデータを国に提供するとともに、国におい
て速やかに国土交通省ハザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知。
・市町は、水害（防災）ハザードマップを訓練等への活用について検討した上で実施。

浸水想定
区域図作成後
から実施

取組内容の確認と意見

◎ ◎

取組内容の確認と意見

　

◎ ◎

◎◎ ◎ ◎

想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図等の作成と周知

・2020年度までに神崎川、安威川、茨木川、山田川、芥川、女瀬川、檜尾川、水無瀬川で
想定最大規模の降雨による浸水想定区域図の作成、公表を行う。
・その他河川についても、想定最大規模の降雨による浸水想定区域図作成と併せて、本府独
自で公表する洪水リスク表示図の更新、公表を行う。

2018年度
2021年度

取組主体

◎

取組主体

　

　

隣接市町村における避難場所の
設定（広域避難体制の構築）等

・災害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討し、隣接市町への広域避難が必
要となる場合は、協議会の場等を活用して、隣接市町における避難場所の設定や災害時の
連絡体制等について検討・調整を行う。

2018年度
2021年度

取組内容の確認と意見

◎ ◎

取組主体
◎ ◎ ◎ ◎

要配慮者利用施設における避難
計画の作成及び避難訓練の実施

【避難確保計画の策定】
・地域防災計画に水防法及び土砂災害防止法に基づく要配慮者施設を位置づける。
・避難確保計画作成及び避難訓練に関する要配慮者施設管理者への指導助言
・2021年度までの避難確保計画策定と避難訓練実施の進捗管理を協議会において行う。

2018年度
2021年度

取組内容の確認と意見

◎

◎

取組内容の確認と意見

◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎

取組主体 ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

取組主体 ◎◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎

　

ICTを活用した洪水情報の提供 【情報提供の拡大】
・危機管理型水位計の設置に伴う洪水時の水位の情報提供を拡大する。
・2020年度までに府が水防災の情報収集・配信する「水防災情報システム」を更新する。
更新内容：情報提供のリアルタイム化、スマートフォン版のＨＰ配信 2018年度

2020年度

取組主体

◎

● ●

土砂災害情報の周知 ・協議会の取組状況について大阪府総合土砂災害対策推進連絡会と情報共有を行う。
・2016年9月までに指定済みの土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域をＨＰや紙
ベースで公表済み。 運用中

　

◎ ◎ ◎ ◎

取組内容の確認と意見

【協議会での実施状況の確認】
・協議会において、水害危険性の周知の実施状況の確認を行う。 2018年度

2021年度

取組内容の確認と意見

◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

【浸水想定及び河川水位の情報提供】
・想定最大規模の降雨による浸水想定区域図を神崎川、安威川、茨木川、山田川、芥川、
女瀬川、檜尾川、水無瀬川で実施。
・協議会の場等を活用し、危機管理型水位計の設置について検討。

2018年度
2021年度

取組主体

◎ ◎

◎

◎

取組主体

水害危険性の周知促進 【水位周知河川の拡大】
・水位周知河川の拡大について検討する。 2018年度

2021年度

取組主体

◎

◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎

【避難勧告型タイムラインの活用】
・土砂災害対応タイムラインも活用した避難訓練等を実施し、避難勧告の発令基準やタイム
ラインの見直し等を行う。

2018年度
2021年度

取組主体

◎ ◎

◎取組内容の確認と意見

取組内容の確認と助言

　

【多機関連携型タイムラインの作成】
・協議会において多機関連携型タイムラインを検討する。 2018年度

2021年度

取組主体

◎

●● ●

避難勧告等発令の対象区域、判
断基準等の確認（土砂災害タイ
ムライン）

【避難勧告型タイムラインの作成】
・土砂災害警戒区域等に指定されている吹田市、高槻市、茨木市、島本町においてタイムラ
イン作成済み。 運用中

　

● ●

◎ ◎ ◎取組主体

取組内容の確認と助言

◎ ◎ ◎◎ ◎

【避難勧告型タイムラインの活用】
・風水害訓練等を実施し、避難勧告の発令基準やタイムラインの見直し等を行う。 2018年度

2021年度

取組主体

◎ ◎

◎ ◎ ◎

取組主体 ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

取組主体

【多機関連携型タイムラインの作成】
・協議会において多機関連携型タイムラインを検討する。 2018年度

2021年度

取組主体

◎

●● ● ●

避難勧告等発令の対象区域、判
断基準等の確認（水害対応タイ
ムライン）

【避難勧告型タイムラインの作成】
・2017年6月に府、市町の行政間で構築した神崎川、安威川、茨木川、山田川、芥川、女
瀬川、檜尾川、水無瀬川のタイムラインを作成済み
・その他、水位設定している河川について、引き続きホットラインの構築を目指す

運用中
2021年度

取組主体

● ●

取組主体

取組内容の確認と助言

◎◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎

取組内容の確認と意見

土砂災害警戒情報の提供（ホッ
トラインの構築）

・2017年6月から土砂災害警戒区域等に指定されている吹田市、高槻市、茨木市、島本町
とホットラインを実施

運用中 ●

◎

土砂災害警戒情報の見直し ・土砂災害警戒情報の基準見直し及びホームページの更新を実施する。
2017年度
2017年度

取組主体

●　 ● ● ●

三島地域水防災連絡協議会

主な取組内容
目標期間

上段：開始時期
下段：達成時期

関係機関の役割分担

大阪府 国
茨
木
土
木
事
務
所

近
畿
地
整

気
象
台

洪水時における河川管理者からの
情報提供等（ホットラインの構
築）

・2017年6月から神崎川、安威川、茨木川、山田川、芥川、女瀬川、檜尾川、水無瀬川の
ホットラインを実施
・その他、水位設定している河川について、引き続きホットラインの構築を目指す

運用中
2021年度

取組主体

● ●

危
機
管
理
室

事
業
管
理
室

具体的な取組

吹
田
市

高
槻
市

茨
木
市

摂
津
市

島
本
町

取組主体 ● ● ● ●

◎

◎ ◎ ◎

河
川
室

◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

資料４

警
察
・
消
防

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

運
輸
事
業
者

地
域
住
民

水
防
事
務
組
合



目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組（案）
　具体的な取組の柱

　事　項

実施する機関
【● ： 実施済（実施中） ◎：概ね5年間で実施する予定】

沿川市町

三島地域水防災連絡協議会

主な取組内容
目標期間

上段：開始時期
下段：達成時期

関係機関の役割分担

大阪府 国
茨
木
土
木
事
務
所

近
畿
地
整

気
象
台

危
機
管
理
室

事
業
管
理
室

具体的な取組

吹
田
市

高
槻
市

茨
木
市

摂
津
市

島
本
町

河
川
室

警
察
・
消
防

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

運
輸
事
業
者

地
域
住
民

水
防
事
務
組
合

府：

市町：

　

府：

市町：

　

府：

市町：

国：

府：

市町：

　

府：

市町：

　

府：

市町：

　

（２）的確な水防活動のための取組

　①水防体制の強化に関する事項
府：

市町：

　

府：

市町：

府：

市町：

国：

府：

市町：

　②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項
府：

市町：

　

府：

市町：

　

（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

　氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組
府：

市町：

国：

府：

市町：

国：

取組主体

取組内容の確認と助言

◎◎◎ ◎ ◎ ◎

浸水被害軽減地区の指定 ・想定最大規模の降雨による浸水想定区域図のデータを市町に提供
・浸水被害軽減地区の指定にあたり、協議会の場等を活用して、今後の指定予定や指定に
あたっての課題を水防管理者間で共有する。

2018年度
2021年度

取組内容の確認と意見

◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

排水施設、排水資機材の運用方
法の改善及び排水施設の整備等

・協議会の場等を活用して、水害リスク情報を共有するとともに、現況の施設・機材の情報につ
いて共有する。 2018年度

2021年度

取組主体

◎ ◎

◎

取組主体 ◎ ◎ ◎ ◎

◎取組内容の確認と意見

取組内容の確認と助言

◎◎ ◎ ◎ ◎

水防事務組合：取組内容の確認と助言

取組主体

市町村庁舎や災害拠点病院等の
機能確保のための対策の充実
（耐水化、非常用発電機等の整
備）

・協議会の場等において、浸水想定区域内の市町本庁舎や災害拠点病院等に機能確保に
関する情報を共有し、各施設管理者に対し、耐水化や非常電源等の整備を施設管理者に
働きかける。

2018年度
2021年度

取組内容の確認と意見

◎

◎ ◎ ◎

市町村庁舎や災害拠点病院等の
施設関係者への情報伝達の充実

・協議会の場等において、浸水想定区域内の市町本庁舎や災害拠点病院等に関する情報
を共有し、各施設管理者に対する洪水時の情報伝達体制・方法について検討する。 2018年度

2021年度

取組内容の確認と意見

◎ ◎

◎取組主体

取組内容の確認と助言
水防団間での連携、協力に関する
検討

・協議会の場等を活用して、大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動が出来る
よう、関係者の協力内容について検討する。 2018年度

2021年度

取組主体

◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

水防訓練の充実 ・淀川水防演習、水防事務組合による水防演習、市町の水防演習について、より実践的な
訓練となるよう、訓練内容を検討する。 2018年度

2021年度

取組主体

◎ ◎

◎ ◎取組内容の確認と意見 ◎◎ ◎

取組主体

◎ ◎

◎取組内容の確認と意見 ◎◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎

水防事務組合：取組主体

◎

取組主体 ◎ ◎ ◎

取組内容の確認と意見

水防に関する広報の充実（水防
団確保に係る取組）

・協議会の場等を活用して、水防団員（消防団員）の募集、自主防災組織、企業等の参
加を促すための具体的な広報の進め方について検討する。 2018年度

2021年度

取組内容の確認と意見

◎

◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

重要水防箇所の見直し及び水防
資機材の確認

・特に重要な水防区域、重要水防区域について協議会で確認
・河川管理者と関係者による河川巡視点検の実施
・水防資機材については、河川管理者、水防管理者で備蓄状況等を確認

2018年度
2021年度

地区単位土砂災害ハザードマップ
の作成促進

・市町は、指定が完了した土砂災害警戒区域等に基づき、要配慮者利用施設を含む箇所は
2017年度までに、それ以外の箇所は2021年度までに地区単位ハザードマップの作成を行
い、府は作成を支援する。

2018年度
2021年度

取組内容の確認と意見

◎

◎ ◎

基礎調査の実施と公表と土砂災
害警戒区域、土砂災害特別警戒
区域の指定

・基礎調査１巡目が完了し、2017年度より2巡目の調査に着手、前回からの地形変化につ
いて調査を実施し、変化が認められれば速やかに土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区
域の見直しを行い、その結果の公表を行う。
・調査は概ね５年に1度実施する。

2018年度
2021年度

取組主体

取組内容の確認と意見 ◎

取組内容の確認と意見、地元調整

◎

◎取組内容の確認と意見

取組内容の確認と助言
システムを活用した情報共有 ・土砂災害の防災情報ページの更新に合わせ、市町の土砂災害に有効な取り組み事例など

様々な情報を共有できるページを作成。 2018年度
2021年度

取組主体

◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

河川防災ステーションの整備 ・協議会において、芥川防災ステーションの活用実績を共有し、今後の防災ステーションの整備
について意見交換を行う。 2018年度

2021年度

取組主体

◎ ◎

◎

取組内容の確認と意見

決壊までの時間を少しでも引き延
ばす堤防構造の工夫（危機管理
型ハード対策）

・協議会等において、堤防補強を行う河川の対象区間及び対策内容を確認、進捗管理を行
う。
（余裕高部、パラペット、天端部の補強等）

2018年度
2021年度

取組主体

◎ ◎ ◎

危機管理型水位計、河川監視用
カメラの整備

・協議会の場等を活用し、危機管理型水位計の設置について検討・調整し、順次整備を実
施。
・協議会の場等を活用して、危険管理型水位計の配置状況を確認。

2017年度
2021年度

取組主体

◎取組内容の確認と意見

◎

◎

◎

◎

◎



目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組（案）
　具体的な取組の柱

　事　項

実施する機関
【● ： 実施済（実施中） ◎：概ね5年間で実施する予定】

沿川市町

三島地域水防災連絡協議会

主な取組内容
目標期間

上段：開始時期
下段：達成時期

関係機関の役割分担

大阪府 国
茨
木
土
木
事
務
所

近
畿
地
整

気
象
台

危
機
管
理
室

事
業
管
理
室

具体的な取組

吹
田
市

高
槻
市

茨
木
市

摂
津
市

島
本
町

河
川
室

警
察
・
消
防

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

運
輸
事
業
者

地
域
住
民

水
防
事
務
組
合

（４）河川管理施設の整備等に関する事項

　河川管理施設の整備等に関する事項
府：

市町：

　

府：

市町：

　

府：

市町：

　

府：

市町：

国：

府：

市町：

　

（５）減災・防災に関する国の支援

　減災・防災に関する国の支援
府：

市町：

　

府：

市町：

国：

府：

市町：

　

府：

市町：

　

府：

市町：

国：

府：

市町：

　

取組主体 ◎ ◎

取組主体 ◎

取組主体 ◎ ◎

補助制度の活用 ・土砂災害特別警戒区域内の既存家屋の移転・補強に要する費用の一部に対し、補助金
（住宅・建築物安全ストック形成事業など）の適用を可能とするため、市町村は要綱の作成
を行い、積極的な補助制度の活用を推進する。

2018年度
2021年度

取組内容の確認と意見

◎ ◎

◎取組内容の確認と意見

取組内容の確認と助言

◎ ◎

災害情報の地方公共団体との共
有体制強化

・統合災害情報システム（Dimaps）の利用促進に向けた国との災害情報の共有化
・災害発生時、府、市町が速やかに大阪府防災情報システム（O-Dis）を活用した被災情
報等の共有を図る。

2018年度
2021年度

取組主体

代行制度による都道府県に対する
技術支援

・高度な技術力が必要な工事について、府が国等に対して要請を行う代行制度について共有
を行う。 2018年度

2021年度

取組主体

◎ ◎

◎◎ ◎ ◎ ◎

災害時及び災害復旧に対する支
援

・災害復旧事業にかかる市町村支援として研修やマニュアルの充実を図る。
・大阪府における災害復旧事業の事務手続きを詳しく記載した「災害査定マニュアル」は策定
済。

2018年度
2021年度

取組主体

適切な土地利用の促進 ・すべての府管理河川で洪水リスク表示図の公表を実施。
・関係機関（市町開発窓口、不動産関係事業者、農業組合など）への水害リスクの周知。

実施中

取組主体

◎

取組内容の確認と意見 ◎

◎取組内容の確認と意見

取組内容の確認と助言

◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎

取組内容の確認と意見

水防災社会再構築に係る地方公
共団体への財政的支援

・防災安全交付金制度を活用し、水防災意識社会再構築の取組を市町に対し支援する。
2018年度
2021年度

取組主体

◎ ◎ ◎◎ ◎

砂防施設整備の重点化 ・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の中から、災害発生の危険度及び災害
発生時の影響度により、対策箇所の重点化を図り整備を進める。 2018年度

2021年度

取組主体

◎ ◎

◎

取組内容の確認と意見

河川管理の高度化の検討 ・開発したドローンについて、国からの情報提供を踏まえ、活用方法を検討する。
2018年度
2021年度

取組主体

◎

◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

樋門・樋管等の施設の確実な運
用体制の確保

・洪水浸水リスクの高い地域において、水門等の自動化・遠隔操作可を優先的に整備する対
象施設を抽出する。 2018年度

2021年度

取組主体

◎ ◎

◎ ◎取組内容の確認と意見

取組内容の確認と助言

◎

取組主体

◎ ◎

◎取組内容の確認と意見 ◎

◎ ◎取組内容の確認と意見

決壊までの時間を少しでも引き延
ばす堤防構造の工夫（危機管理
型ハード対策）

・協議会等において、堤防補強を行う河川の対象区間及び対策内容を確認、進捗管理を行
う。
（余裕高部、パラペット、天端部の補強等）

2018年度
2021年度

取組主体

◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

堤防等河川管理施設の整備（洪
水氾濫を未然に防ぐ対策）

・現在の河川整備の状況、河川整備計画の内容、今後の整備方針について協議会で共有
する。
・河川施設の維持管理（施設の老朽化・堆積土砂・草木対策等）について協議会で共有
する。

2018年度
2021年度



台風第21号による公共土木施設被害の復旧状況について 大阪府都市整備部

○大阪府所管公共土木施設被害状況 平成29年12月補正（第4号）ベース

道 路 の通⾏規制復旧状況
被災直後（H29.10.24日時点）
全面通⾏⽌ 42箇所
片側交互 14箇所

56箇所

交通開放完了
（H29.11.21日時点）

46箇所

一般国道 309号 千早赤阪村水分（水越トンネル入り口） ほか

道路上に⼟砂や流⽊が流出。全⾯通⾏⽌め措置。 緊急対応業者により崩土等を除去し、速やかに交通開放

（被災直後） （対応後）

⼟砂流出

一般国道 310号 河内⻑野市末広町 ほか

路肩が崩壊し全⾯通⾏⽌め措置 被害拡⼤を最⼩限に抑える措置をとり、全⾯通⾏⽌め

（被災直後） （応急対応後）

応急養生
一級河川⻄除川 大阪狭山市茱萸木 ほか

（被災直後） （応急対応後）

決壊防止

河床洗掘による護岸の崩壊により⺠有地に影響あり 応急対応の大型土のうを設置し決壊防止対策を図る

二級河川槇尾川 和泉市仏並町緊急本復旧
（被災直後） （対応状況）

河床洗掘により護岸が崩壊し、護岸背面の人家にも影響が及ぶ
一刻をあらそう非常に危険な状況。

崩壊護岸にコンクリートを打設し、安全性を確保。住⺠に⼀時避難をお願いし、ただちに現場着⼿を図る。

（対応状況）

主要地方道⼤阪⽣駒線（阪奈道路） 東大阪市善根寺

緊急対応業者により崩土等を除去作業を開始

（対応中）

交通規制対応

応急対策⼯事が完了するまでの間の交通規制対応 応急対策⼯事を完了し⽚側交通開放

公 園 の応急対応状況

山田池公園 枚方市山田池公園地内 ほか
（被災直後）

（対応後）

倒⽊処理

暴⾵による倒⽊で園路を塞いでいる状況 倒⽊を伐採し園路の安全性を確保（職員、指定管理者により対応）

※上表の件数は、平成29年12月補正（第４号）予算における災害復旧事業で実施する⼯事箇所として、岸和⽥⽜滝⼭⾙塚線、国道173号、
箕面公園など51箇所に加え、倒⽊処理などの維持補修や測量設計などを含む全案件数を記載したものである。

河 川 の緊急対応状況砂 防・

被災直後（H29.10.24日時点）
人家等への影響がある
など緊急性があるもの 30箇所

応急対応等完了
（H29.11.21日時点）

30箇所

本復旧完了予定
（次期出水期までに）

28箇所
（残り2箇所は災害関連緊急

対策事業で整備）

残る規制箇所
片側交互 4箇所
全面通⾏⽌ 6箇所

（応急対応後）

（対応中）

事業区分 施設区分 対応内容 件数 ⾦額（千円）

公共土木施設
災害復旧事業
（公共）

河川
現場の応急復旧を⾏い災害査定へ向け準備
※大阪府の災害査定はH29.12.19〜22で実施予定

27 1,697,500

道路 12 2,302,000

公園 4 410,000

小 計 43 4,409,500

公共土木施設
災害復旧事業
（単独）

河川 設計が完了した時点で⼯事発注 8 9,200

調査・測量・設計委託 災害復旧事業の設計等 14 254,000

小 計 22 263,200

その他維持工事
（※施設被害なし）

道路法⾯崩壊、河川⼟砂堆積 流出⼟砂の積込・運搬・処分 91 467,200

倒木 倒木の積込・運搬・処分 39 95,400

交通規制 交通誘導員（府職員含む）の設置 7 279,900

地すべり、がけ崩れ 災害関連緊急対策事業へ申請予定 2 101,248

その他 フェンス補修、土のう設置等 44 155,400

小 計 183 1,099,148

合 計 248 5,771,848

H29.12.12
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台風第21号による公共土木施設被害の復旧状況について 大阪府都市整備部

○大阪府内の大規模な公共土木施設被害状況
道 路 一般国道 173号 兵庫県篠山市福住

河 川 二級河川牛滝川 岸和田市大沢町

公 園 箕面公園 箕面市箕面公園1-18

開園区間

昆虫館

西江寺

至 箕面駅
徒歩５分

開園区間

戻岩橋

修業の古場
し げ の こ ば

滝道における
通⾏⽌め区間

瀧安寺

応急復旧を
完了させ
開園した区間

箕面大滝

主園路沿いで法⾯の崩落（幅約 40ｍ×高さ約50ｍ）や多数の倒木が発生し、一部で路⾯の⻲裂も
確認され、更なる法⾯崩落の危険もあったため、通⾏⽌めを実施。 このため、今シーズンは箕面駅
から滝まで直接歩いて登ることはできない。

延⻑約40ｍ、⾼さ約７ｍのブロック積擁壁が崩壊。⼟砂等により道路が閉塞。崩壊部の斜⾯上
部では、幅約60ｍ、⾼さ約５ｍの滑落崖が確認されており、現在も崩壊が進⾏している状況。
また、すぐ隣の法⾯も広範囲でブロック積擁壁や吹付モルタルに大きなひび割れが入っている。

台風第21号による豪⾬により、北側斜⾯から牛滝川に⼤量の⼟砂が流⼊し、河道閉塞（閉塞高平均10m程度）が発⽣。また、降⾬に伴う湛⽔位上昇に
よって、府道岸和田牛滝山貝塚線（施設被害あり）及び上流域の⼤沢集落に浸⽔被害が発生。

主園路（滝道）

⼤規模⼟砂崩落範囲

土砂崩壊箇所の全景（ドローンによる撮影）

倒⽊処理を⾏い園路を確保

●これまでの取組み

・カメラ・水位計を設置し、現地状況のリアルタイム監視。
・国の土砂災害専門家が現地調査を実施。
・上流部の河川に堆積した⼟砂を撤去
・⼟砂ダム上流部のポンプ排⽔を実施。
・復旧⼯事を実施する施⼯業者を決定。

道路の崩壊

河道閉塞

牛滝川

地盤伸縮計による地盤変動量の観測

幅W=60m

高さ
H=5m

滑落崖

国道173号

高さ
H=5m

道路閉塞

滑落崖

法⾯崩落箇所全景（ドローンによる撮影）
土砂崩落箇所全景（ドローンによる撮影）

現場を確認する沖村教授、国、府の職員

・主園路の倒⽊などを可能な範囲で撤去し、
11月11日（土）より、通⾏⽌め区間を縮小。
・⼟質調査、測量作業を完了。
・復旧工事を実施する施工業者が決定。

●これまでの取組み

●これまでの取組み

●現在の取組み

・国の道路防災ドクターによる調査方法や対策工法等の技術的助言。
・設計コンサルタントの決定。
・ドローンによるレーザー測量。
・地盤伸縮計の設置し変位の計測。
・復旧⼯事を実施する施⼯業者を決定。

●現在の取組み
・ポンプ排水を継続。
・仮排⽔路の設置を開始。
・設計コンサルタントによる復旧計画の検討。
・崩落⼟砂撤去のための⼯事⽤進⼊路の設置準備。

道 路 主要地方道岸和田牛滝山貝塚線 岸和田市大沢町

・被災箇所の倒木、土砂撤去を引き続き実施。
・⼟質調査、測量成果をもとに詳細設計を実施。

●現在の取組み・地盤の動きを引き続き観測。
・設計コンサルタント、施⼯業者と連携して復旧⼯法を検討。

H29.12.12



台風21号での市町村による避難勧告等の発令状況

ホットライン実施状況（平成29年10月 台風21号）

台風21号でのホットライン実施状況（大阪府→市町村）

大阪府では、平成29年6月より全ての市町村とホットラインを構築し、市町村長が行う避難勧告等の発
令の判断を支援するため、土木事務所長等と市町村長等が直接電話で情報提供しています。

ホットライン実施市町村数 延べ実施回数

洪水
（全３７市町）

避難判断水位超過
１２

氾濫危険水位超過
１２

４１

土砂災害
（全３４市町村）

警戒情報発表時
２６

実況超過時
１３

４６

合計 ３０市町村 ８７回

避難準備・高齢者
避難情報

避難勧告 避難指示（緊急）

洪水 ８ １５ １

土砂災害 ２２ ２６ １９

合計 ２２市町村 ２６市町村 １９市町村

資料６



   
 

                           平成２９年１２月１日  

                      水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 

 

全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえ、                                     

「中小河川緊急治水対策プロジェクト」をとりまとめました      
～全国の中小河川で透過型砂防堰堤の整備、河道の掘削、水位計の設置を進めます～ 

  全国の中小河川の緊急点検により抽出した箇所において、林野庁とも連携し、「中

小河川緊急治水対策プロジェクト」として、今後概ね 3 年間（平成 32 年度目途）

で土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤等の整備（約 700 渓流）、多数の家屋

や重要な施設の浸水被害を解消するための河道の掘削等（約 300km）、洪水に特化

した低コストの水位計の設置（約 5,800 箇所）を推進します。 

 
 
＜中小河川緊急治水対策プロジェクト＞ 

 
（１）期間    本年度～平成 32 年度目途 

   
（２）対策箇所  土砂・流木対策  ：約 700 渓流（約 500 河川） 
         再度の氾濫防止対策：約 300km（約 400 河川） 
         洪水時の水位監視 ：約 5,800 箇所（約 5,000 河川） 

 
（３）対策内容  土砂・流木対策  ：土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰

堤等の整備 
         再度の氾濫防止対策：多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解

消するための河道掘削・堤防整備等 
         洪水時の水位監視 ：洪水に特化した低コストの水位計（危機

管理型水位計）の設置 
 

（４）全体事業費 約 3,700 億円  
           （参考：林野庁・治山事業を含めると約 4,300 億円） 
 

各対策の箇所や内容等については、別紙をそれぞれご参照ください。 
 
 

 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省水管理・国土保全局 

[全般]              河川計画課 小澤、松葉 （内線 35-352、35-376） 

[土砂･流木対策]         砂防計画課 林、山上   （内線 36-132、36-133） 

[再度の氾濫防止対策]      治水課     森久保、上野（内線 35-514、35-612） 

[洪水時の水位監視]       河川計画課 佐渡、村上 （内線 35-375、35-394） 

 

   代表 03-5253-8111、直通 03-5253-8445、ＦＡＸ 03-5253-1602 

Administrator
タイプライターテキスト
資料７

Administrator
長方形



九州北部豪雨等の豪雨災害による中小河川の氾濫など、近年の豪雨災害の特徴を踏まえて実施した、「全国の中
小河川の緊急点検」の結果に基づき、土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤等の整備、多数の家屋や重要
な施設の浸水被害を解消するための河道の掘削等、洪水に特化した低コストの水位計（危機管理型水位計）の設
置について、平成３２年度を目途に対策が行われるよう、交付金による支援等を実施。

全国の中小河川の緊急点検結果と対応策（概要） 別紙

土砂・流木による被害
の危険性

↓

透過型砂防堰堤等の整備

再度の氾濫発生
の危険性

↓

河道掘削・堤防整備

洪水時の水位監視
の必要性

↓

危機管理型水位計の設置

約５，８００箇所
（約５，０００河川）

約３００ｋｍ
（約４００河川）

全国の中小河川 約２万河川

都道府県と連携して点検を実施し、優先箇所を抽出

近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫
により多数の家屋や重要な施設（要配慮者利用施
設・市役所・役場等）の浸水被害が想定される区間

緊急点検を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクトとして全国の中小河川で実施（全体事業費約3,700億円）

五ヶ瀬川水系北川（宮崎県）

人家や重要な施設（要配慮者利用施設・市役所・

役場等）が浸水するおそれがあり、的確な避難判
断が必要な箇所

洪水に特化した低コストな水位計の設置例赤谷川における土砂・流木被害

約７００渓流
（約５００河川）

土砂・流木を伴う洪水により被災があった渓流で、
流木捕捉機能を有する砂防施設等がなく、下流
の氾濫域に多数の家屋や重要な施設（要配慮者
利用施設・市役所・役場等）を抱える渓流

＜抽出の考え方＞ ＜抽出の考え方＞ ＜抽出の考え方＞

桂川における浸水被害



緊急点検を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクト （土砂・流木対策）

約７００渓流 （約５００河川） （事業費 約１，３００億円）

山地部の渓流 河川（上流）

（砂防堰堤未整備の箇所） （砂防堰堤整備済の箇所）

不透過型 透過型

透過型砂防堰堤の新設

改
良

既設砂防堰堤の改良 流木捕捉工の新設

河道に流入した流木を捕捉

対策の内容・効果

対策箇所

九州北部豪雨では、局地的かつ猛烈な降雨により、急流河川などで大量の土砂や流木が発生し、被
害が拡大したことから、土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川において、土砂・流木捕捉効
果の高い透過型砂防堰堤等の整備により土砂・流木の流出を防止。

土砂・流木捕捉効果の高い透過構造の
砂防施設により土砂・流木の流出を防止

透過型砂防堰堤による流木捕捉事例

過去に土砂・流木を伴う洪水により被害があった谷底平野を流れる河川及びその上流にある渓流で、流木捕
捉機能を有する砂防施設がなく、下流の氾濫域の多数の家屋や重要な施設（要配慮者利用施設・市役所・役
場等）に浸水被害が想定される河川及び渓流

※上流で治山事業が実施される場合には、林野庁と連携し、上下流一体と
なった対策に取り組む



緊急点検を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクト （再度の氾濫防止対策）

対策の内容・効果

対策箇所

流下能力を向上させ、多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解消

近年、中小河川で越水等により度重なる浸水被害が発生していることから、浸水家屋数が多いなど、
緊急的に再度の氾濫防止対策が必要な区間において、河道の掘削などにより流下能力を向上させ
多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解消。

約３００km （約４００河川） （事業費 約２，３００億円）

重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設（要配
慮者利用施設・市役所・役場等）の浸水被害が想定される区間

氾濫を防止する対策

＜堤防の整備＞＜河道掘削＞

（工事の事例）

（イメージ） （イメージ）

（工事の事例）

（対策箇所イメージ）

浸水する市役所

浸水する多数の家屋や市役所

※

※流下能力の不足等により洪水に対して弱部となっている区間

（注）事業費には直轄区間での対策費を含む



緊急点検を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクト （洪水時の水位監視）

約５,８００箇所 （約５,０００河川） （事業費 約１１０億円）

対策の内容・効果

危機管理型水位計の設置

※従来型の１／１０以下のコスト

（１００万円/台以下）

※長期間メンテナンスフリー

（無給電５年以上稼働）

0

5,000

10,000

H25 H29 点検結果

約5,200

約11,000

活用イメージ

＜危機管理型水位計の概要＞ ＜水位計の設置数＞

近隣住民や
要配慮者の避難を支援

避難の状況判断や河川計画等の策定のための水位計の設置が進んでおらず、洪水時における河川
水位等の現況把握が困難であることから、水位把握の必要性の高い中小河川において、洪水に特
化した低コストの水位計（危機管理型水位計）を設置し、近隣住民の避難を支援。

対策箇所

水位計の設置箇所

約２倍

河川全体の洪水等の状況を
把握できる代表的な箇所

人家や重要な施設（要配慮者利用施設・市役所・役場等）の浸水の危険性が高く、的確な避難判断のための

水位観測が必要な箇所

重要施設等がある箇所

洪水氾濫の恐れの高い箇所

地方公共団体、
河川管理者、住民 等

HPで公表

（水位情報の配信イメージ）

※都道府県等の管理区間に限る

洪水時の水位観測に特化した
小型で低コストの水位計

（注）事業費には直轄区間での対策費を含む



緊急点検を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクト（県別一覧）【１／２】

対策河川数
（都道府県管理）

対策渓流数
※都道府県管理河川に関連する

直轄の渓流を含む

対策河川数
（都道府県管理）

対策区間
（km）

対策河川数
（都道府県管理）

設置箇所数

北海道 9 11 21            42.3          583 587

青森県 9 10 7             5.0           82 82

岩手県 8 22 7             44.0          268 338

宮城県 1 2 4             12.7          66 73

秋田県 9 11 9             14.7          105 180

山形県 13 18 2             8.6           40 50

福島県 8 11 2             1.4           229 342

東京都 3 3 3             1.9           0 0

神奈川県 4 5 16            3.8           61 86

埼玉県 2 2 9             1.1           22 30

千葉県 1 1 19            7.8           155 155

茨城県 2 2 17            15.9          173 188

栃木県 7 12 16            7.5           25 25

群馬県 8 14 2             1.8           205 264

山梨県 12 20 3             1.4           159 202

新潟県 29 41 23            8.5           180 192

長野県 33 52 5             1.2           124 300

富山県 12 16 5             0.2           88 88

石川県 10 11 5             1.7           24 24

福井県 5 7 4             2.3           35 36

愛知県 9 9 9             4.2           274 341

岐阜県 17 25 12            0.5           334 338

静岡県 14 17 6             0.4           112 112

三重県 8 8 15            1.7           177 181

都道
府県

土砂・流木対策 再度の氾濫防止対策 洪水時の水位監視



緊急点検を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクト（県別一覧）【２／２】

※洪水時の水位監視については、緊急的に候補河川数・箇所数を調査したものであり、河川数、設置箇所数は今後の大規模氾濫減災協議会等での市町村との調整や洪水氾濫の発生等で
数値が変更になる可能性がある

※洪水時の水位監視における神奈川県、千葉県、愛知県、静岡県の実施河川数及び設置箇所数には、県内の政令指定都市の実施数を含む

対策河川数
（都道府県管理）

対策渓流数
※都道府県管理河川に関連する

直轄の渓流を含む

対策河川数
（都道府県管理）

対策区間
（km）

対策河川数
（都道府県管理）

設置箇所数

大阪府 5 5 8             1.3           71 71

兵庫県 29 40 15            10.5          0 0

京都府 3 3 9             4.7           118 118

滋賀県 6 6 10            2.1           4 4

奈良県 4 4 12            2.4           66 66

和歌山県 16 29 12            4.8           10 11

鳥取県 9 29 7             8.3           48 49

島根県 13 14 4             5.8           72 73

岡山県 6 8 5             3.8           64 67

広島県 24 43 15            5.6           96 96

山口県 20 24 6             3.5           57 61

徳島県 5 6 7             4.2           126 160

香川県 11 14 8             5.7           34 34

愛媛県 13 18 4             1.2           21 21

高知県 14 20 8             18.5          109 110

福岡県 18 35 19            20.0          69 69

佐賀県 7 9 11            5.7           20 20

長崎県 13 13 19            6.4           167 167

熊本県 7 12 6             5.6           83 83

大分県 26 32 8             10.0          45 47

宮崎県 8 12 13            6.6           45 67

鹿児島県 30 38 9             3.7           136 136

沖縄県 1 1 2             0.9           10 11

全国計 521 745 438 332 4,992 5,755

都道
府県

土砂・流木対策 再度の氾濫防止対策 洪水時の水位監視


